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 ～ 四 つ の テ ス ト 言行はこれに照らしてから ～ 

 １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

2019-2020年度クラブ方針 

 明日に繋がる活動  
  Activities for a brighter future 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２月結婚記念 

   （左から）木本隆昭君、菅原佳典君、児嶋正人君 

 

 

（井上副SAA） 

橋本君：中村さん、本日の卓話よろしくお願いします。山

本佳弘様、任泰然君ようこそ有田ＲＣへ。 

中元君：中村先生、本日の卓話よろしくお願いいたしま

す。 

山本佳弘君（田辺はまゆうＲＣ）：本日はよろしくお願いしま

す。 

石垣（洋）君：中村吉伸君、卓話よろしくお願いします。 

岩橋君：中村吉伸先生、卓話御苦労様です。 

上野山（捷）君：中村吉伸様、本日の卓話ご苦労さまで

す。 

應地君：勉強します。 

中村君：本日は今年度一番おもろない卓話をさせて頂き

ます。寝てて下さい。 

宮井君：中村先生、本日の卓話よろしくお願い致します。 

岩本君：中村先生、今日は勉強させて頂きます。 

松村君：中村委員長、本日よろしくお願いします。 

橋爪（誠）君：中村吉伸さん、本日の発表ごくろう様です。

よろしくお願いいたします。山本佳弘様、ようこそ有田Ｒ

Ｃへ。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９３９回例会） 

令和２年２月６日(木）  

（橋本会長） 

 

（児嶋親睦活動委員長） 

ゲスト：任泰然君（米山奨学生） 

ビジター：山本佳弘君（田辺はまゆうロータリークラブ） 

 

（橋本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（児嶋親睦活動委員長） 

会員誕生：松村君、橋爪（正）君 

配偶者誕生：橋爪千恵さん、橋爪美智代さん 

結婚記念：木本君、児嶋君、山口君、菅原君 

 

 

    ２月お誕生日 

      松村秀一君 

 

 

 

 

  令和２年２月２０日 第２９４０回 

・外部卓話 岡田和也氏（有田市立病院 副院長）  
「外務省医務官としてアフリカ・ジンバブエでの経験」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  令和２年２月２７日 第２９４１回 

・後期ＩＤＭ発表  
 

・ソング：「四つのテスト」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９３９ Nｏ． 

島 海碩 書 

ゲスト･ビジターの紹介 

今月の誕生・結婚祝 

ニコニコ箱の報告 

米山奨学金授与 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

橋本 拓也 

中元耕一郎 

脇村 重徳 

 

 橋本会長より 

 任泰然君に 

 ２月の奨学金が 

 授与されました 

おめでとう 

   ございます!! 



２ 

平和と紛争予防/紛争解決月間 

川口君：中村先生、本日の卓話宜しくお願い致します。

勉強させて頂きます。 

石垣（泰）君：中村吉伸君、本日の卓話宜しくお願いしま

す。 

木本君：中村先生、本日の卓話宜しくお願い致します。 

児嶋君：中村吉伸君、卓話よろしくお願いします。山本佳

弘君、ようこそ有田ロータリークラブへ。 

菅原君：中村先生、本日の卓話宜しくお願い致します。 

北畑君：本日、中村吉伸君、卓話よろしくお願いします。 

嶋田（恵）君：中村先生、卓話よろしくお願いします。 

井上君：中村先生、本日勉強させて頂きます。 

 

 

（石垣(泰)例会運営委員長） 

本日の会員数３１名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員数２４名 

（出席規定免除会員６名） 

 

 

（橋本会長） 

「RI会長エレクトのテーマ」 

 RI会長エレクト：ホルガー・クナー

ク氏（Herzogtum Lauenburg-Mölln

ロータリークラブ所属 ドイツ 1992

年にロータリー入会）が、1月20日、

サンディエゴ開催の国際協議会で

講演し、2020-2021年度RIテーマを

発表されました。 

  ２０２０－２１年度ＲＩテーマ： 

            「ロータリーは機会の扉を開く」 

 次期RI会長のホルガー・クナーク

氏は、「ロータリーは変わらなけれ

ばなりません」。新クラブのモデルを

つくり、ロータリー会員であることの

意味を考え直すことです。新クラブ

の設計者は、若い人たちであるべ

きです。新しいアプローチに心を開

かなくてはなりません。今の若者

は、奉仕を楽しみ、活動的でありたいと望んでいます。こ

の傾向をローターアクトに見ることができます。ローターア

クターは、聡明で、活発で、行動力のある人たちであり、

テンポが速く、より活動的で、せっかちです。課題に立ち

向かい、ローターアクターや若い職業人にロータリーの

扉を開こうではありませんか。と言っています。  

 

 

（中元幹事） 

１、地区より 

①ロータリー財団補助金管理セミ

ナー開催の案内が届く（松村秀

一委員長にメールでお知らせす

る。） 

②「台風15号及び19号災害」義捐

金送金についての報告が届く

（木本隆昭委員長にメールでお知らせする。） 

  第2530地区 （福島）1月16日 770,000円 送金 

  第2600地区 （長野）1月17日 770,000円 送金 

  第2790地区 （千葉）1月16日 770,000円 送金 

  （各クラブ・その他より頂いた総額2,310,000円の義捐

金を上記の3地区のガバナー事務所宛に送金をした

とのこと。） 

③第2640地区  国際大会地区ナイトの案内（１次募集）が

届く（菅原委員長にメールでお知らせする。） 

④２０２０～２１年度 クラブ周年記念行事の照会がガバ

ナーエレクト事務所より届く（橋爪誠治会長エレクトに

メールでお知らせする。） 

⑤地区チーム研修セミナーの案内がガバナーエレクト事

務所より届く（次年度地区委員会出向予定の会員に

メールでお知らせする。） 

２、ロータリー日本財団より財団特別寄付金の領収書が

届く（特別寄付をされた会員にお渡しする。） 

３、ロータリーの友事務所より2020-21年度版「ロータリー

手帳」の予約案内が届く（回覧） 

４、例会変更（後方掲示） 

 

 

 

＊社会奉仕委員会（木本委員長） 

「台風15号及び19号災害」義損金送金についてのご報

告 

＊職業奉仕委員会（川口委員長） 

3月13日開催の職業紹介事業について 

＊有田ＲＣ創立60周年記念事業特別委員会 

                     （橋爪（誠）実行幹事） 

クラブ概況用の書面追加宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

「有田RC定款細則の変更について」   

                              

 

 会員 

 情報・研修委員会 委員長 

  中村 吉伸 君 
  

  

 2019年規定審議会は117件の提案があり、その内47件

が採択されました。前回、前々回の改正に比べると変更

点は小規模でありましたが、今回は新しい流れとして、RI

がロータリーの更なる拡大を目指すという意思が見られま

す。本日は採択された47件のうち最も重要と思われる11

項目を解説し、これらの変更点によって、定款がどのよう

に変更されたか、有田RC細則・内規をどのように変更す

べきかをお話ししたいと思います。 

１：クラブ会長の任期を改正する件（19－22） 

  クラブ会長の後任者がしかるべく選挙されなかった場

合、現職の会長が任期を1年に限り延長する。 

２：クラブの年次総会において予算と年次報告の発表を

 幹事報告  

 卓 話 

会長の時間  

出 席 報 告              

委員会報告 



求める件（19－24） 

  年次総会では新役員の選出、収入・支出を含む年間

予算、年次報告を発表し、今年度の予算執行状況を

審議する。 

３：欠席のメークアップに関する規定を改正する件

（19－35） 

  例会の前後14日間という規定を年度内に変更する。 

４ ： ク ラ ブ の 会 員 身 分 に 関 す る 規 定 を 改 正 す る 件

（19－37） 

  会員身分の「公職」についている人と「RI職員」に関す

る規定を削除する。 

５：クラブの構成を改正し、職業分類の制限を廃止する件

（19－39） 

  「専門職種」という文言を排し、「職業」とする。 

６：地区立法案検討会の招集に関する手続きを改正する

件（19－58） 

  地区内の過半数のクラブが、目的である事項を示して

地区立法案検討会を招集する請求をガバナーに提出

したときは、ガバナーは請求のあった日から8週間以内

に、地区立法案検討会を開催する。（2640地区提案 

一部修正後に採択） 

７ ： ク ラ ブ の 加 盟 終 結 に 関 す る 規 定 を 改 正 す る 件

（19－70） 

  会員数が6名未満となったクラブはガバナーの要請に

より理事会がそのクラブを終結することができるとする。

（19－70） 

８：ローターアクトクラブがRI加盟を求められることを明確

にする件（19－72） 

  ローターアクトクラブのRI加盟を規定し、ロータリー

ファミリーに迎え入れようとするもの。 

９：人頭分担金を増額する件（19－82） 

10：審議会の決定に反対するための手続きを改正する件

（19－114） 

  事務総長は、規定審議会の決定に対して反対の意

見を表示したクラブから正規に提出されたすべての書

式を調べ、表にし、RIのWEBサイトで公開する。 

11：標準ロータリークラブ定款を実質的な変更を行うこと

なく、現代的かつ簡素化する（19－116） 

 

１）有田RC定款の変更点 

 上記の変更点が定款に反映され、標準ロータリークラ

ブ定款が策定されています。有田RC定款はこれと全く同

一ですが、変更部位には下線を引いて、赤字でコメント

を入れています。 

2）有田RC細則の変更点 

・第4条 役員の任務 第5節 幹事 

  メークアップ期間の変更があったため、出席報告は月

次最終例会後の報告を廃止し、1年間の出席率を月

単位で翌月（7月）15日まで地区ガバナーに報告す

る。 

・第4条 役員の任務 第6節 会計 

  年次総会において前年度決算報告、現年度の収支

中間報告を行うことになったが、有田RCでは前年度決

算報告は7月に行っているため、年次総会での決算報

告は簡略できる。 

・第5条 会合 第1節 年次総会 

  年次総会では次年度の役員、理事の選出および現

年度の収支中間報告および前年度決算報告を行うこ

とを明記する。 

・第11条 財務 第1節 

  前年度決算報告は年次総会にも議案として提出す

る。 

3）有田RC内規の変更 

・表彰（１） 

  メークアップが年度内有効となったため、表彰は年1

回のみとなる。 

 

 

 

 

３ 

平和と紛争予防/紛争解決月間 

閉会・点鐘 （橋本会長） 

国際ロータリー第2640地区 

2020-2021年度のための地区チーム研修セミナー 
 

日時：2020年2月16日（日） 

場所：ホテルグランヴィア 

         和歌山 


